
丸
山
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
の
改
修
工
事
を
実
施
し
ま

す
。こ

の
た
め
、
5
月
16
日
�
利
用

分
か
ら
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
貸
出
し

を
当
分
の
間
停
止
し
ま
す
。
工
事

期
間
は
決
定
次
第
、
広
報
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

利
用
者
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を

お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

3

生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興

係
9
２
５
４
４

縦
覧
期
間

2
月
15
日
�
〜
28
日

�
（
土
・
日
曜
日
を
含
む
）

縦
覧
時
間

8
時
30
分
〜
17
時
15

分縦
覧
場
所

都
市
整
備
課

主
な
変
更
内
容

新
幹
線
側
道
の

区
画
街
路
化
、
調
整
池
面
積
の
縮

小
、
資
金
計
画

※
こ
の
変
更
（
案
）
に
つ
い
て
意

見
の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
3
月

14
日
�
ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

3

都
市
整
備
課
区
画
整
理
管
理

係
9
２
４
４
２
・
２
４
４
３

新
築
、
増
築
し
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
建
築
材
料
、
床
面
積
な
ど

を
調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
の
算

出
基
礎
と
な
る
評
価
額
を
決
定
し

ま
す
。

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
税
務
課

職
員
が
事
前
に
日
程
調
整
の
う
え
、

調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は

一
部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
滅

失
登
記
を
行
っ
た
場
合
を
除
き
、

町
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
町
職
員
を
装
う
者
が
い
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
不
審
に
思
っ
た
場
合
は
、

税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

3

税
務
課
固
定
資
産
税
係
9
２

１
５
４

公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
は
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
、

公
開
端
末
で
町
の
公
共
施
設
の
予

約
や
抽
選
の
申
込
み
・
空
き
状
況

の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
サ

ー
ビ
ス
で
す
。（
シ
ス
テ
ム
は
、
原

則
、
24
時
間
ご
利
用
可
能
で
す
。）

サ
ー
ビ
ス
内
容
の
詳
細
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
公
共
施
設
予
約

シ
ス
テ
ム
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

【
利
用
者
ガ
イ
ド
】
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

な
お
、
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て

施
設
の
予
約
や
抽
選
の
申
込
み
を

行
う
場
合
に
は
、
利
用
し
た
い
施

設
の
担
当
窓
口
で「
利
用
者
登
録
」

が
必
要
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

◎
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.to
w
n
.sa
ita
m
a
-

in
a
.lg
.jp

公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
へ
の

ア
ク
セ
ス
は

※
パ
ソ
コ
ン
か
ら

https://shisetsu.tow
n.saitam

a-
ina.lg.jp/w

eb/
※
携
帯
電
話
か
ら

https://shisetsu.tow
n.saitam

a-
ina.lg.jp/keitai/

携
帯
電
話
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取

っ
て
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

○
公
開
端
末
設
置
場
所

・
総
合
セ
ン
タ
ー

・
ふ
れ
あ
い
活
動
セ
ン
タ
ー
（
ゆ

め
く
る
）

・
伊
奈
町
役
場
県
民
活
動
総
合
セ

ン
タ
ー
出
張
所

・
役
場
生
涯
学
習
課
カ
ウ
ン
タ
ー

3

企
画
課
情
報
政
策
係
9
２
６

１
１

12

�
お間違えなく！！
「○○○課○4けたの数字」とある場合は、まず伊奈町役場の代表番号（�721-2111）におかけのうえ、内線番号をお伝えください。

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代）�

Town information

内�申�問�　／問合せ　　／申込み　　／電話番号　　／内線番号

内

家
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
へ

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

丸
山
ス
ポ
ー
ツ
広
場
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
改
修
工
事
に
つ
い
て

伊
奈
町
中
部
特
定
土
地
区
画
整

理
事
業
の
事
業
計
画
変
更
（
第

６
回
）
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代）�

Town information

広　告

年少さん～小学6年生までのサッカークラブ�

『サッカーをやらせてあげたいけど…どこがいい�
のか分からない…』とお悩みの方はいませんか？？��
◆ 4 歳～小学 6 年迄が対象。みんな初心者からの�
　スタート♪��
◆週1回の練習でサッカーを通じ挨拶やルール、マ�
　ナーを身につけることもできます。�

伊奈ガンバサッカークラブ�
受付 TEL  048－564－6780　平日9時～21時　行田市忍2－19－7　川瀬ビル3F

サッカーがはじめてのお子様も安心♪��
父母会無しで親御さんの負担減!!

毎週月曜日　　時間　１６：００～��
会場　県民活動総合センター・平野地区 他�

｢あなたの町でも活動しています！｣��
◇1日無料体験実施◇��

体験希望は、お気軽にお電話下さい。�

伊奈町大字小室5 5 0 6－2（いな穂街道沿い）

墓石工事　石　外構工事　エクステリア各種工事
一級建築士事務所（設計　リフォーム相談）

TEL048－722－3020 048－722－7621FAX

下水道事業受益者
負担金の納期のお知らせ

納付は納期限までにお忘れない
ようにお願いします。
03 都市整備課下水道管理係
19２４４５

納期限 2月28日第4 期

システム利用可能な対象施設名�

コミュニティセンター（総合センター内）�

記念公園（キャンプ場）�

記念公園（野球場・テニスコート）�

丸山スポーツ広場（サッカー場・テニスコート）�

南テニスコート�

パブリックルーム（ウニクス伊奈内）�

保健センター（会議室・料理室）�

ふれあい活動センター（ゆめくる）�

施設担当窓口�

総 合 セ ン タ ー �

都 市 計 画 課 �

�

生 涯 学 習 課 �

�

生 活 安 全 課 �

保 健 セ ン タ ー �

ふれあい活動センター�

電話番号�

722－9111�

役場（内線2422）�

�

役場（内線2543）�

�

役場(内線2282）�

720－5000�

724－0717
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13

自
宅
や
職
場
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら

「
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
」

（
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）
に
ア
ク
セ
ス
す

る
こ
と
で
、
各
種
申
請
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
行
え
ま
す
。

水
道
使
用
開
始
届
、
妊
娠
届
、
犬

の
新
規
登
録
な
ど
、
町
で
は
23
の

手
続
き
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

https://denshi.pref.saitam
a.

lg.jp/

3

企
画
課
情
報
政
策
係
9
２
６

１
１国

土
交
通
省
で
は
、
迅
速
な
リ

コ
ー
ル
の
実
施
や
リ
コ
ー
ル
隠
し

等
の
防
止
の
た
め
、「
自
動
車
不
具

合
情
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
通
じ

て
、
皆
様
の
お
車
に
発
生
し
た
不

具
合
情
報
を
収
集
し
て
い
ま
す
。

お
車
に
不
具
合
が
発
生
し
た
際
に

は
、
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

�
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０
┃
７
４
４
┃
９
６
０

（
平
日
・
日
中
）

�
自
動
音
声

０
３
┃
３
５
８
０
┃
４
４
３
４

（
年
中
無
休
・
24
時
間
）

�
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
受
付

http://w
w
w
.m
lit.g
o
.jp
/R
J/

平
成
23
年
4
月
か
ら
、「
一
般
事

業
主
行
動
計
画
」の
策
定
・
届
出
、

公
表
・
周
知
が
、
従
業
員
が
1
0

1
人
か
ら
3
0
0
人
の
事
業
主
の

方
へ
も
新
た
に
義
務
づ
け
ら
れ
ま

す
!!行

動
計
画
を
策
定
し
て
、
早
め

に
埼
玉
労
働
局
雇
用
均
等
室
へ
届

け
出
ま
し
ょ
う
!!

毎
週
金
曜
日
に
は
個
別
相
談
会

（
無
料
）
等
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

3

埼
玉
労
働
局
雇
用
均
等
室
�

６
０
０
┃
６
２
１
０

浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮

さ
せ
る
た
め
、
管
理
者
の
方
は
正

し
い
使
用
と
保
守
点
検
や
清
掃
を

行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
浄
化
槽

法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
法
定
検

査
」
＝
「
水
質
に
関
す
る
検
査
」

を
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

法
定
検
査
と
は

浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
が

適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
浄
化

機
能
が
十
分
に
果
た
せ
て
い
る
か

を
検
査
す
る
大
変
重
要
な
も
の
で

す
。

※
法
定
検
査
は
管
理
者
の
義
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。

検
査
に
は
、
浄
化
槽
を
使
い
始

め
て
3
か
月
を
経
過
し
て
か
ら
5

か
月
以
内
に
行
う
「
設
置
後
等
の

水
質
検
査
」（
7
条
検
査
）
と
、
毎

年
1
回
定
期
的
に
行
う
「
定
期
検

査
」（
11
条
検
査
）
の
2
種
類
が
あ

り
ま
す
。

検
査
を
受
け
る
に
は
、
埼
玉
県

知
事
が
指
定
し
た
左
記
の
指
定
検

査
機
関
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

【
指
定
検
査
機
関
】

�
埼
玉
県
環
境
検
査
研
究
協
会

浄
化
槽
検
査
課

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
上
小
町

1
4
5
0
│
1
1

�
6
4
9
│
5
1
5
1

3

詳
し
く
は
、
町
環
境
対
策
課

9
２
２
５
２
へ

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代）�

Town information
自
動
車
の
不
具
合
情
報
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
！

浄
化
槽
の
法
定
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

暮らし・いきいき暮らし・いきいき〒362－8517　伊奈町大字小室9493

暮らし・いきいき

伊奈町役場伊奈町役場  C721-2111（代）（代）�（代）�

Town information

※掲載希望の方は、掲載希望月の前月５日までに、持参または郵送で企画課秘書広報係まで。ただし月により締切日が変わることもありますのでお問い合わせください。�

広　告

※第 1・3 月曜日午前はサークル貸出日と�
　なっています。�
　詳しくは町ホームページや子育て支援
センターだよりをご覧ください。�
http://www.town.sai tama- ina. lg. jp�
03　子育て支援センター（北保育所内）
�728－3482
月～金曜日9：00～17：00（祝日を除く）

≪ 2 月のご案内≫

●年齢別に合わせた遊びやお話を
　楽しみましょう。
時間…10：30～11：00

10日��
17日��
24日��

ももちゃん�
すみれちゃん�
さくらちゃん�

 0 歳児と保護者�

開催日 事業名 対　象

 1 歳児と保護者�

 2 歳以上の幼児と保護者�

月曜�
木曜�
金曜�

月曜�
木曜�
金曜�

 9 ：30～12：00�
14：00～16：00

曜日 時　　間

利用時間�

電話相談�

火曜�
水曜�

12：00～14：00

 9 ：30～16：00

15日�・25日��

午前利用�
できない日�

一日利用�
できない日�

13：00～利用可�

14：00～利用可�

 1 日� ・ 8 日��

 3日� ・ 7 日�・�
18日��

‘身近な相談役’行政書士にお任せ下さい。�

 � ０４８ ‐ ７９６ ‐ ４０５４�

相続・遺言・成年後見・離婚等�

代表行政書士  平峰直彦 （代表者直通  090－2416－5081）�
行政書士法人 彩の国法務事務所　伊奈町栄4－4－10

まずは無料相談から。 お気軽にお電話下さい。�

初回～1時間無料�
登録番号  第10131839号�

〒362-0806　伊奈町小室5675-1

以降1時間まで毎�
　　￥5000+消費税�

相続� 遺言� 農地転用�
協議書作成  法人設立  各種許認可等�

武藤倫雄行政書士事務所�

ご相談  作成支援  起案  書類作成  提出�
相談料�

TEL 048－671－7700

自
宅
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
！

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

検査手数料

10人槽以下�

11～20人槽�

21～50人槽�

51～300人槽�

301～500人槽�

501人槽以上�

1 3 , 0 0 0円�

1 4 , 0 0 0円�

1 6 , 0 0 0円�

2 1 , 0 0 0円�

2 3 , 0 0 0円�

4 0 , 0 0 0円�

5 , 0 0 0円�

7 , 0 0 0円�

1 0 , 0 0 0円�

1 3 , 0 0 0円�

1 5 , 0 0 0円�

3 2 , 0 0 0円�

設置後の水質に
関する検査

（浄化槽法第7条）

定期検査
（浄化槽法第11条）

対象処理人員
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